
 

古賀市飲食店ガイド作成業務委託 
【公募型プロポーザル実施要領】 
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１ 本実施要領の趣旨 

当該事業に係る企画提案を求め、各提案事業者の提案内容等を総合的に比較し、

最も適した事業者を選考するため、公募型プロポーザルを実施するにあたり、必要

な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要  

⑴ 事業名  

古賀市飲食店ガイド作成業務委託 

⑵ 業務内容  

別添「古賀市飲食店ガイド作成業務委託公募型プロポーザル特記仕様書」のと

おり  

※仕様書の内容は現時点での予定であり、審査決定後、技術提案等受ける中で変

更する可能性がある。 

⑶ 履行期間  

契約日の翌日から令和８年２月２０日まで 

⑷ 提案上限額 

3,872千円（消費税及び地方消費税１０％を含む。）  

※上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模（業

務量）を示すためのものであることに留意すること。また、見積書を提出する

際は、提案上限額を超えてはならない。 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は次のすべての要件を満たしていること。 

なお、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないこと 

が判明した場合、要件を満たすまで参加事業者としては取り扱わないものとする。 

⑴ 古賀市一般（指名）入札参加資格等に関する規程（平成９年４月告示第２７

号）第３条に規定する令和５・６年度一般（指名）競争入札参加資格者名簿

「物品・役務」（サービス）又は（映画・広告）に登録されている者であるこ

と。 

ただし、本件に限り、同登録の申請を受理された者でも可能とする。（共同企

業体を除く。） 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２

項に規定する者に該当しないこと。 

⑶ 本市から古賀市指名停止措置要綱（平成１８年３月告示第４０号）に基づく指

名停止を受けている期間中でないこと。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加

申込提出期限以前になされている場合はこの限りでない。 

⑸ 暴力団排除に関する特約条項第１条第１項各号のいずれにも該当しないこと。 

⑹ 本事業を遂行するために必要とされる業務経験等を有した者を従事させること

ができる者であること。 



⑺ 個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用

が行われていること。 

 

４ スケジュール  
 
公募実施スケジュール（予定）は以下のとおりとする。  

項 目 日 時 

公募開始 令和７年 ５月２０日（火）  

参加申込書提出期間 
令和７年 ５月２０日（火）から 

令和７年 ５月２８日（水）１６時まで 

質問書受付期間  
令和７年 ５月２０日（火）から 

令和７年 ５月２８日（水）１６時まで  

質問回答日 （予定） 令和７年 ５月３０日（金）までに回答  

企画提案書提出期間 
令和７年 ５月２０日（火）から 

令和７年 ６月 ３日（火）１６時まで  

一次審査結果の通知（予定） 令和７年 ６月 ６日（金）  

二次審査（プレゼンテーション審査） 令和７年 ６月１２日（木） （予定） 

受託候補者選定結果通知  令和７年 ６月１９日（木） （予定） 

契約締結  令和７年 ６月 下旬 （予定） 

 

５ 企画提案書等の提出  
 
⑴ 提出資料  

提出書類名 様式 

① 参加申込書 様式第１号 

② 会社概要書 様式第２号 

③ 業務実績書 様式第３号(※１) 

④ 配置予定技術者一覧 様式第４号(※１) 

（その１～３） 

⑤ 企画提案書 

(業務実施体制・業務工程表を含む) 

様式第５号及び

任意様式（※２） 

⑥ 見積書(積算内訳・積算根拠を含む) 任意様式 

⑦ 質問書（必要がある場合のみ） 様式第６号 

※１業務内容が分かる資料及び契約書の写し等を添付すること 

※２企画提案書任意様式の詳細については、（２）を参照すること。 

 

⑵ 企画提案書の様式等  

・企画提案書はＡ４判カラー印刷（Ａ３判の折り込み可）とし、両面印刷とする

こと。  

・企画提案書は目次及びページ番号をつけること。なお、ページ数に制限は定め

ない。  

・企画提案書に、業務実施体制及び業務工程表を記載すること。  



・企画提案の趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔にわかりやすく記載する

こと。  

・別紙特記仕様書の業務項目に沿った企画提案書を作成すること。 

 

６ 提出方法等 

参加表明者は、以下に定める事項に従い、必要書類を作成の上、提出期限までに

提出すること。 

⑴ 提出期限 

   ・参加申込書 ：令和７年 ５月２８日（水）１６時まで必着 

   ・企画提案書等：令和７年 ６月 ３日（火）１６時まで必着 

※提出期間内であれば、再提出及び差替えは可能とする。 

⑵ 提出方法 

   電子申請又は持参。持参する場合の受付時間は、平日９時００分から１６時

までとする。 

   ・参加申込書電子申請ＵＲＬ：https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/uiXZ9KS1 
   ・企画提案書電子申請ＵＲＬ：https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/7td07QyP 
 

７ 質疑応答 

⑴ 質疑に係る提出書類 

   質問書（様式第６号） 

⑵ 質疑資格者 

   参加申込書を提出した者 

⑶ 提出期限 

   令和７年 ５月２８日（水）１６時まで 

⑷ 提出方法 

   電子申請にて提出。 

⑸ 回答 

   回答は、全ての質問を取りまとめたうえで、参加申込書を提出したすべての 

者に対し令和７年５月３０日（金）までに電子メールにて行うものとする。 

なお、上記⑷に定めた提出方法以外で提出された質問に関する回答は行わない。 

 

８ 受託候補者の選定手順 

受託候補者の選考は一次審査、二次審査に分けて実施する。 

一次審査は、市の事務局において参加資格の要件の適格性及び提出書類について

審査するものとし、二次審査は、古賀市飲食ガイド作成業務委託公募型プロポーザ

ル選考委員会（以下「委員会」という。）を設置し、企画提案の内容について総合

的に評価する。 

⑴ 一次審査 

・一次審査の結果は、企画提案書等を提出したすべての者に対し、様式第１号に

記載された担当者の電子メール宛てに令和７年６月６日（金）（予定）までに

通知する。 

・一次審査結果通知に記載した内容以外の質問には回答しないものとする。 



⑵ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

 ・実施日：令和７年６月１２日（木）（予定）（該当者には別途メールにて通知） 

 ・会場 ：リーパスプラザこが２０１会議室（古賀市中央2丁目13-1）（予定） 

 ・時間配分：入退場（準備片付け含む）１０分、説明１０分、質疑応答１０分

（予定） 

 ・内容 ：企画提案書に基づく提案内容の説明 

 ・その他の留意事項 

  ●プレゼンテーション審査は、本市において定められた審査基準（別紙１）に

基づき審査する。 

  ●配置予定技術者一覧（様式第４号その１）に記載されている主任技術者又は

主たる担当技術者が説明するものとする。 

  ●市において、スクリーン及びプロジェクターを準備する。これ以外に必要な

機器、道具など（ＰＣ等を含む）は、提案者において準備すること。 

  ●プレゼンテーション時に追加の資料がある場合には１０部用意し、当日持参

すること。 

⑶ 受託候補者選定結果通知 

 ・審査の結果については、令和７年６月１９日（木）（予定）、プレゼンテーショ

ンを行った者に文書で通知する。 

 

９ 契約に関する基本事項 

⑴ 契約方法 

委員会の審査において各委員の合計点数の平均が最も高かった者を受託候補者

とし、契約締結に向け交渉するものとする。ただし、合計点数の平均が審査基準

に定める基準に満たなかった場合はその限りでない。また、交渉の結果、契約締

結に至らなかった場合は、次点の者を受託候補者とする。 

⑵ 契約内容 

契約内容は、企画提案書等に基づき、受託候補者とともに内容を確認の上、決

定するものとする。 

 ⑶ 契約締結日 

令和７年 ６月 下旬 （予定） 

⑷ 契約保証金 

  契約締結にあたっては、古賀市財務規則（平成９年規則第２０号）第１１８条

第１項の規定により、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金

を納付しなければならない。ただし、同条第２項の規定により保証金の全部又は

一部の納付を免除することができる。 

⑸契約締結における個人情報の取扱い 

  契約締結にあたっては、古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５

年条例第１号）等に則り、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を

侵害することのないように適正に取り扱わなければならない。 

 

１０ 参加事業者の失格 

参加申込書を提出した者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴ 本実施要領で定めた提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 



⑵ 本実施要領で定めた様式及び記入要領に示す条件に適合しない場合 

⑶ 提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合 

⑷ 提出書類又はプレゼンテーションにおいて、虚偽の記載、提案があった場合 

⑸ 審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合 

⑹ 契約締結の日までに参加資格を満たさなくなった場合 

⑺ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１１ その他の留意事項 

⑴ 本プロポーザルに要する費用はすべて参加者の負担とする。 

⑵ 提出書類等は返却しない。 

⑶ 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査の目的以外で使用しない。 

⑷ 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査目的の範囲で複製することがあ

る。 

⑸ 審査結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

⑹ 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。 

⑺ 本手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本の通貨に限る。 

⑻ 電子メール等の通信事故については、市はいかなる責任も負わない 
⑼ 参加を辞退する場合は、すみやかに古賀市商工政策課へ連絡すること。 

 

１２ 問い合わせ先（書類提出先） 

 古賀市建設産業部商工政策課商業観光係  

 〒811-3192 古賀市駅東１丁目１－１ 

 E-mail：shoukou@city.koga.fukuoka.jp 

  電話：092-942-1176  FAX：092-942-3758 

  担当：檀 


